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 令和４年度の教養講座生開講式を、人権教育課の川端先生にお越しいただき、４月１５日(金)に 

「人権の花咲くまちづくりへ向けて！」～津万地区人権啓発紙を使って話し合いましょう～との内

容でおこないました。 

当日は２４名の参加者があり、昨年ご自身がコロナウィルスに罹
かか

られた経験を話 

され、「こんなときどうしますか？」 「みなさんならどうされますか？」と各テーブル 

で話し合いました。 

                              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

コロナ感染で、ママ友から「ご主人の車ずっと停まってるけど、どうかした？」と聞かれた奥さんは、

「本当のことを言って良いのか？」 「言ってコロナ差別を受けるのでは？」 と悩まれた。 

先生自身は、「買い物をどうしよう？」と考えた、夫婦といえども人それぞれに困りごとが違う。 

 まちづくりアンケートで、「人との交流がありますか？」の問いに、孤立・孤独を感じる人が３０パーセ

ントもおられる。との回答がありました。去年より今年はコロナにかかったことによる孤立感や困り

ごと、罹ってしまったという罪悪感も減り、助ける方も手を上げやすくなったように思います。 

 人と人とのつながりで社会は成り立っているということを、津万地区人権啓発紙にも取り上げて

いますが、互いに認め合い関わり合うためにも、伝える気持ちが大切です。 

 津万地区にも在住外国人の方は、２０２１年に９２人おられます。文化や習慣の違いでトラブルにな

ることもあるかもしれません。そんなときこそ、いろいろな考えがあることを 

踏まえ、たくさんお話しをしましょう❣ 

知らなったことを知る。知ることであたりまえになる。 

あたりまえを広めていきましょう❣ 

差別のない人権の花咲く津万地域をめざして！     
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バス停でお待ちの妊婦さん、副流

煙はお腹にも悪いのでは！？ 

 タバコはマナーを守って、お願い

します。 

 飲酒したのか、ふらふらと出てき

た車！ 歩きスマホ！ 

どちらも“危ない” 

学んでいるのは？ 

英語？ 

日本語かも 

公園で、お家で、こんな

光景に出会われたことは

ありませんか？ 

イジメ、仲間はずれ、し

つけ、境は自分のこころ

が、決めるのでは？ 

今年に入ってからでも、

様々な災害がありましたね。 

特にウクライナ侵攻は、遠く

離れていても何かできること

はないかと思います。 

 横のコンビニ駐車場でも、

問題と感じることはあります

ね。 

 小さな一歩、声掛け声出し

をしてみませんか？ 

左の絵のように、子どもたちの見守り、はつらつ

とグラウンドゴルフなど、高齢者の皆さんには元

気をいただいています。 

令和 4年 1月に配布された、津万地区人権 

啓発紙のなかに挟まれた資料です。 
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                  大野隣保館にも   

                   芝桜植えました！ 

 

 

 

 

 

 

 

国道 175 号沿いの下戸田交差点が、バイパス工事に伴い取り壊されることになり西脇市の市

花“芝桜苗”を、いただいてきました。 

無事に根づくか心配ですが、来年の今頃にはきれいに咲き競っていることを願って植えつけ 

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

と き  ５月 6 日（金）午前１０時～午後３時 

６月 1 日（水）       〃 

   ところ  西脇市総合福祉センター（萩ヶ瀬会館）「相談室」 

   問合せ  まちづくり課人権室 (市役所 ℡ 22-3111 内線 3021) 

 

 「憲法週間(5 月 1 日～7 日）」「人権擁護委員の日(6 月 1 日)」にちなみ、特設人権相談所 

が開設されます。 

名誉、信用、差別、いやがらせ、いじめなどで人権を侵されお悩みの方は、 

お気軽にお越しください。 

    ☆相談は無料で、秘密は守られます。 

 

 

5月といえば・・・新茶の季節ですね。 

お茶の入れ方をまとめてみました。 

 

玄米茶・ほうじ茶  95度 

4ｇ      30秒 

高温で香ばしい香りを 

新茶   70～80度 

ティースプーン 2 杯 4ｇ 40 秒 

お好みに合わせて 

煎茶  90～100度 

4ｇ  30秒 

やや高温のお湯で 

深蒸し煎茶  80度 

 4ｇ    30秒 

抽出時間を短めに 

水だし緑茶   

 6ｇ    3分 

渋みを抑え、旨みを 

玉露  50度 

 6ｇ  2分 

低温でじっくり 

1煎目の湯を残さず、2煎目は 1煎目よりやや高温で、時間も早めに注ぎ分けてくださいね。 
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津万地区のみなさんを対象に生

活･人権･教育などの相談を随時 

行っています。相談時間は、午前 9 時～午後

5 時 45 分です。お気軽にご相談ください。 

人権･同和教育関係･一般図書、 

一般小説･趣味の本･絵本など

をそろえて、閲覧･貸出を行っています。 

お気軽にご利用ください。    

 

 

大野隣保館では、講座について、皆さんのご意

見、ご要望お待ちしています。℡.23-2291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記：▼ロシアのウクライナ侵攻が終わ

りませんね。世界の事情も何も知らなくても、

戦争はダメですよね。悲惨なニュースに気が

滅入ります。一日も早い終戦を願います。 

▼新年度が始まり、環境の大きく変わった方

もいらっしゃると思います。制度も成人年齢

の引き下げに伴い「改正少年法」が施行され

ましたね。今までは守られていた実名報道が

可能になり、刑罰が下されます。何歳で大人、

子供という線引きは難しいですが、責任は自

分で引き受けないといけませんね。▼情報開

示はネットや SNS ではなく、たくさんの方と

お話しして、得たいものです。 

皐月の【暦】を記入しています。 

★講座は、予定日を変更しています。 

※新型コロナ感染症により、講座日を変更、
中止する可能性があります。 

日 曜 午前 午後 夜

1 日

2 月 【八十八夜】

3 火 【憲法記念日】

4 水 【みどりの日】

5 木 【こどもの日】 【立夏】

6 金 3Bサークル

7 土

8 日 【母の日】

9 月 すくすく広場 布あそび

10 火 3B体操

11 水 お茶サークル 生活相談 健康太極拳㋚

12 木 ★手編教室 おり姫体操
生花教室
津人教総会

13 金 フラダンス教室

14 土

15 日

16 月

17 火 ★料理教室 絵手紙教室

18 水 ヨガ教室 生活相談
パソコン教室
3Bサークル

19 木 手編教室 おり姫体操

20 金

21 土 【小満】 区長会

22 日

23 月 布あそび㋚

24 火 3B体操 議会報告会

25 水 お茶サークル 生活相談
パソコン教室
健康太極拳㋚

26 木
みんなで
歌う会

おり姫体操
生花教室㋚
自治協総会

27 金 フラダンス教室

28 土

29 日

30 月

31 火

5月の館行事・講座予定表

 


